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１．株式会社の現況に関する事項 

(１)事業の経過及びその成果 

    わが国の経済は、このところの景気に弱さもみられるものの、穏やかな回

復基調が続いております。先行きにつきましては、雇用・所得環境の改善が

続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうことが期待さ

れております。 

 このような状況の中で、当社は新規のお客様獲得による売上の増加及びコ

ストの削減に努力すると共に、全社を挙げて安全・安心・安定供給に取り組

んで参りました。 

 営業地区別の状況につきましては、当期は前期同様の冷夏暖冬気味の気候

となりましたが、1月以降の気温が前期と比べ低く推移したことに加え、前年

8月から供給を開始いたしました赤れんが前エネルギーセンターが通年供給と

なったこと等から、温熱・冷熱の販売熱量合計、電力の販売量合計は共に前

期を上回る結果となりました。 

    供給拠点別の販売量は以下のとおりであります。 

   ★中央エネルギーセンター 

販売量          年度 平成 27年度 平成 26年度 増 減 前期比(％) 

温熱 販売熱量(GJ) 439,200 424,850 14,350 3.3 

   ★札幌駅南口エネルギーセンター 

販売量          年度 平成 27年度 平成 26年度 増 減 前期比(％) 

温熱 販売熱量(GJ) 85,023 83,450 1,573 1.8 

冷熱 販売熱量(GJ)  109,773 114,310 △4,537 △3.9 

電力 販売量(Mwh) 28,414 26,957 1,457 5.4 

★道庁南エネルギーセンター 

販売量          年度 平成 27年度 平成 26年度 増 減 前期比(％) 

温熱 販売熱量(GJ) 32,608 31,166 1,442 4.6 

冷熱 販売熱量(GJ) 12,982 14,604 △1,622 △11.1 

電力 販売量(Mwh) 3,902 4,241 △339 △7.9 

★赤れんが前エネルギーセンター 

販売量          年度 平成 27年度 平成 26年度 増 減 前期比(％) 

温熱 販売熱量(GJ) 32,653 27,692 4,961 17.9 

冷熱 販売熱量(GJ) 10,444 2,566 7,878 307.0 

電力 販売量(Mwh) 3,474 2,148 1,326 61.7 

 

★東急百貨店札幌店エネルギーセンター 

販売量          年度 平成 27年度 平成 26年度 増 減 前期比(％) 

温熱 販売熱量(GJ) 19,058 18,206 852 4.6 

冷熱 販売熱量(GJ) 9,079 9,660 △581 △6.0 

電力 販売量(Mwh) 5,996 6,008 △12 △0.1 
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★道特サブプラント 

販売量          年度 平成 27年度 平成 26年度 増 減 前期比(％) 

冷熱 販売熱量(GJ) 940 1,145 △205 △17.9 

★光星エネルギーセンター 

販売量等         年度 平成 27年度 平成 26年度 増 減 前期比(％) 

温熱 業務用販売熱量(GJ) 5,715 5,727 △12 △0.2 

暖房住宅戸数(戸) 1,853 1,803 50 2.7 

★合計 

販売量          年度 平成 27年度 平成 26年度 増 減 前期比(％) 

温熱 販売熱量(GJ) 614,258 591,094 23,164 3.9 

冷熱 販売熱量(GJ) 143,220 142,287 933 0.6 

電力 販売量(Mwh) 41,788 39,355 2,433 6.1 

 

 このことから、熱供給事業営業収益は前期比 116,742 千円(3.3%)増加の

3,609,374千円、建設業事業を含む熱供給事業外営業収益は前期比 140,815千

円(15.4%)増加の 1,053,942 千円となり、営業収益の合計は、前期比 257,557

千円(5.8％)増加の 4,663,316千円となりました。 

 一方、営業費用は、赤れんが前エネルギーセンターの通年供給に伴い費用

が増加いたしましたが、LNG価格の低下により燃料費が大幅に削減となった影

響等から、営業費用合計は、前期比 374,377 千円(△7.8%)減少の 4,415,804

千円となりました。 

この結果、経常利益は前期比 634,973 千円増加の 205,127 千円となり、法

人税等につきましては、前期までの控除未済欠損金を一部控除したため発生

税額が減少となりました。 

さらに最終の当期純利益は、繰延税金資産の回収可能性を検討し、51,714

千円を法人税等調整額に計上したことから、前期比 664,324 千円増加の

234,478千円となりました。 

 

(２)資金調達等についての状況 

①設備投資 

当期は、新たなエネルギーセンターとして平成 30 年 3 月に竣工を予定して

いる（仮称）札幌創世 1.1.1 区北 1 西 1 地区第 1 種市街地再開発事業地域冷

暖房施設建設工事及び平成 28 年 10 月に供給開始予定である新斗南病院の供

給導管敷設工事等に 610,430千円の設備投資を行いました。 

②資金調達 

    当期は、（仮称）札幌創世 1.1.1区北 1西 1地区第 1種市街地再開発事業地

域冷暖房施設建設工事に係る災害時業務継続地区整備緊急促進事業費補助金

として国土交通省から 41,474 千円、自立分散型エネルギーネットワーク整備

事業費補助金として札幌市から 9,362 千円、合計 50,277 千円の交付が決定し

ております。 
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(３)対処すべき課題 

当社をとりまく事業環境は、主燃料の LNG 価格が前期と比べ低い水準で推

移しているものの、先行きについては依然として不透明なこと、省エネの定

着による熱販売量等の伸び悩み、人出不足による工事価格の上昇等、厳しい

状況が続いております。 

また、国のエネルギー基本計画で示された、市場の垣根を外していく供給

構造改革等を推進するため、電力・ガスに続いて熱供給についてもシステム

改革の議論が行われ、その後改正熱供給事業法が平成 27 年 6 月 24 日に公布

され、平成 28 年 4月 1日から施行されることとなりました。これにより、事

業参入規制の緩和、料金規制及び供給義務の廃止等、新しい競争環境のもと

でお客様サービスの向上が求められる等、熱供給事業を取り巻く事業環境が

大きく変化することになりました。 

このため当社といたしましては、①親会社である北海道瓦斯㈱と事業戦略

を共有し、より一体となった営業を展開して的確にお客様ニーズに応え、②

長期的な視点に立った供給拠点の確保と冷水導管の拡充等による拠点連携を

目指し、③プラント運営における効率化、省力化、省コスト化を最大限実施

し、徹底したコスト削減により経営基盤の強化を図り、熱供給事業の自由化

を踏まえ、競争力の強化に努めて参ります。 

さらに熱供給事業者としてエネルギーの有効利用により環境負荷の低減を

図るとともに、災害時におけるエネルギーの供給継続性の向上を目指し、お

客様さらに札幌市のまちづくりに貢献して参る所存であります。 

また、安全対策につきましても、さらなる創意工夫・改善を重ねながら、

継続・反復して取り組んで参ります。 

株主各位におかれましては、今後とも、より一層のご指導、ご鞭撻を賜り

ますようお願い申し上げます。 

 

(４)直前三事業年度の財産及び損益の状況 

区   分 
平成 24 年度 

第 4 5 期 

平成 25 年度 

第 4 6 期 

平成 26 年度 

第 4 7 期 

平成 27 年度 

(当期)第 48 期 

売上高  (千円) 3,952,669 4,269,348 4,405,758 4,663,316 

当期純利益(千円) △76,875 △310,690 △429,846 234,478 

１株当たり当期純利益(円) △12.71 △51.34 △71.04 38.75 

総 資 産 (千円) 9,688,974 9,552,741 8,963,407 9,001,595 

純 資 産 (千円) 5,591,460 5,280,770 4,850,924 5,085,402 

  （注）上表の△印は損失を表しております。 

 

 (５)重要な親会社の状況 

   当社の親会社は、北海道瓦斯株式会社であり、同社は当社の株式を 4,750,500 

株（出資比率 78.51％）保有しております。当社は同社から主として燃料を購入

しております。 
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(６)主要な事業内容 

①冷温水及び蒸気による熱供給事業 

  ②冷温水、蒸気の受入使用施設の調査、設計、販売、施工、運転、保守及び管

理に関する事業 

③熱供給施設の調査、設計、運転、保守及び管理に関する事業 

④電気事業法に定める電気工作物の発電による電力の供給、販売及び管理並び

に関連機器の保守及び管理に関する事業 

⑤前２号、３号及び４号の受入使用施設、熱供給施設及び電気工作物のリース

に関する事業 

⑥電気、冷暖房及び給排水衛生設備の保守管理並びに運転業務 

⑦土地、建物その他施設の賃貸 

⑧管工事業 

⑨電気工事業 

⑩土木工事業 

⑪前各号に付帯する一切の事業 

 

(７)主要な営業所及び工場 

    エネルギーセンター等 

中央エネルギーセンター、光星エネルギーセンター、 

札幌駅南口エネルギーセンター、道庁南エネルギーセンター、 

東急百貨店札幌店エネルギーセンター 、道特サブプラント 

赤れんが前エネルギーセンター（いずれも札幌市） 
 

(８)使用人の状況 

区分 従業員数（名） 前期末比増減（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 

男性 59 0 45.4 17.0 

女性    4 0 44.2 12.3 

計 63 0 45.4 16.7 

 

(９)主要な借入先及び借入額 

借 入 先 借入残高（千円） 

独立行政法人環境再生保全機構 42,580 

株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 888,344 

株 式 会 社 北 洋 銀 行 839,900 

株 式 会 社 北 海 道 銀 行 362,448 

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 98,850 

地域総合整備財団 (ふるさと財団 ) 15,494 

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 42,800 
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２．株式に関する事項 

(１)発行可能株式総数          １６,０００,０００株 

(２)発行済株式の総数                 ６,０５０,５００株（自己株式０株） 

 (３)当事業年度末の株主数                        ３名 

 (４)株主 

株 主 名 持  株  数 

北 海 道 瓦 斯 株 式 会 社 4,750,500 株  (78.51%) 

札 幌 市 1,200,000     (19.83 ) 

北 海 道  100,000  （ 1.66 ） 

（注１）議決権比率については、表示単位未満を四捨五入して表示しております。 

 

３．会社役員に関する事項 

 (１)取締役および監査役に関する事項 

（平成２８年３月３１日現在） 

地 位 氏 名 担 当 重要な兼職の状況 

代表取締役社長 ＊梅村 卓司  
株式会社エナジーソリューション 

代表取締役社長 

常務取締役 小林 幹夫 
経営管理部、企
業倫理・コンプ
ライアンス 

株式会社札幌エネルギー供給公社 

監査役 

常務取締役 川原井秀二 営業部・生産部  

取締役 ＊吉岡  亨 非常勤 
札幌市副市長 

株式会社札幌エネルギー供給公社 

代表取締役社長 

取締役 ＊末長 守人 非常勤 
北海道ガス株式会社 

執行役員総務人事部長 

取締役 ＊井澤 文俊 非常勤 
北海道ガス株式会社 

執行役員経営企画部長 

取締役 ＊前谷 浩樹 非常勤 
北海道ガス株式会社 

執行役員スマートエネルギー＆ 

ネットワーク推進事業部長 

監査役 合月  宏 非常勤 
北海道瓦斯株式会社 

常勤監査役 

（注１）取締役 吉岡亨氏は、会社法第 2条第 15号に定める社外取締役であります。 

（注２）監査役 合月宏氏は、会社法第 2条第 16号に定める社外監査役であります。 

 （注３）上表＊の役員は、平成 27年 6月 29日開催の第 47回定時株主総会において新たに 

     選任され就任いたしました。 

 （注４）平成 27年 6月 29日開催の第 47回定時株主総会終結の時をもって、代表取締役社 

長小林信介氏、取締役種畑徹氏、取締役生島典明氏は退任いたしました。 

 （注５）平成 27年 6月 29日開催の第 47回定時株主総会終結の時をもって、監査役小林良 

     輔氏は辞任いたしました。 
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(２)取締役及び監査役に支払った報酬等の総額 

区 分 支給人員 支給額 摘 要 

取締役・監査役 ５   人 28,232 千円  

（注１）取締役の報酬限度額は、平成 18年 6月 22日開催の第 38回定時株主総会において 

年額 1億円以内と決議いただいております。 

 （注２）監査役の報酬限度額は、平成 18年 6月 22日開催の第 38回定時株主総会において 

年額 1,500万円以内と決議いただいております。 

 

 (３)社外役員に関する事項 

   ①主な活動状況 

    当期の取締役会には、吉岡取締役は平成 27 年 6 月 29 日の就任後 5 回中 4

回、末長取締役は平成 27 年 6 月 29 日の就任後 5 回中 5 回、井澤取締役は平

成 27年 6月 29 日の就任後 5回中 4 回、前谷取締役は平成 27年 6月 29日の

就任後 5 回中 3 回、合月監査役は 7 回中 6 回出席いただき、疑問点等を明ら

かにするため適宜質問し意見を述べております。なお、欠席する取締役及び

監査役には重要な議案について、事前に説明を行っております。 

        

４．会計監査人の状況 

(１)会計監査人の名称                                仰星監査法人 

(２)当社の当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 

公認会計士法第 2条第 1項の業務に係る報酬等の額        3,800千円 

 

５．会社の体制および方針 

(１)業務の適正を確保するための体制 

① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

イ．取締役会は、取締役会規程を定め、重要事項の意思決定を行うとと 

もに、取締役の職務執行を監督する。  

ロ．取締役は、当社が整備する倫理方針・倫理行動指針を遵守し、誠実 

かつ公正な事業運営を行う。 

ハ．取締役の職務執行に関して、監査役は社団法人日本監査役協会で定 

める監査役監査基準に準拠して、監査を行う。 

ニ．会計に関する取締役の職務執行に関して、会計監査人は企業会計審 

議会で定める監査基準に基づき、監査を行う。 

 

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

イ．取締役の職務の執行に係る情報については、取締役会規程、文書規 

程等に従って議事録、その他定められた文書を作成し、また、文書規 

程等に基づいて、定められた期間これを保存するなど適切に管理する。 

 

③ 損失の危険の管理に関する規定その他の体制 

イ．災害等のリスクの措置については、保安規程、緊急事故対策要領等 

に従い所定の体制を整備し、迅速かつ適切な対応を図る。 

ロ．業務遂行に伴うリスクのうち、コンプライアンスに関するものは倫 

理規程等、情報セキュリティに関するものは情報管理規程等を整備し、 
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迅速かつ適切な対応を図る。 

ハ．その他の損失リスクについては、必要に応じてリスクヘッジに関す 

るマニュアル等を整備し、当該リスクの軽減等に取り組む。 

 

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

イ．社内規程に基づく、職務権限及び意思決定ルールにより、適正かつ 

効率的に職務の執行が行われる体制を整備する。 

 

⑤ 従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

イ．従業員が、反社会的な勢力に屈せず毅然とした対応をとることを含 

め、法令及び倫理を遵守するための規範となる倫理方針・倫理行動指 

針を明示した規程等を定め、その徹底を図る。 

ロ．コンプライアンスの取組みを効率的に推進するため体制を整備する。 

ハ．コンプライアンスに関して、従業員等からの「相談・通報窓口」を 

設置し、実効性を確保する。 

 

⑥ 当社ならびにその親会社から成る企業集団における業務の適正を確保する 

ための体制 

イ．親会社が定めるグループ経営方針、グループ運営に関する規範に基 

 づき、親会社及びグループ会社との密接な連携のもと業務を遂行する。 

ロ．親会社が定めるグループのコンプライアンス等に関する方針のもと、 

業務の適正を確保するための体制・仕組みを整備し、適切に運用する。 

 

⑦ 監査役の職務を補助すべき従業員に関する事項、当該従業員の取締役から 

の独立制に関する事項、当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事 

項 

イ．監査役の職務執行及び監査役協議会を補助すべき従業員として、ス 

 タッフを任命する。 

ロ．スタッフは、監査役の指揮命令に従って職務を遂行する。 

ハ．スタッフが他部門の業務を兼務する場合には、監査役の職務補助業 

 務を優先するものとする。 

ニ．スタッフの人事管理等に関する事項については、監査役の同意を得 

る。 

 

⑧ 取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への 

報告に関する体制、報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な 

取り扱いを受けないことを確保するための体制 

イ．監査役は、職務執行に必要な事項に関して、随時、取締役及び従業 

 員に対して報告を求めることができる。 

ロ．監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、重要な決定や報告の 

 把握ができ、また、各議事録等の重要な書類を閲覧できる。 

ハ．取締役は、職務執行に関し重要な法令・定款違反及び不正行為の事 

実、又は会社に著しい損害を及ぼす事実を知ったときは、これを直ち 

に監査役協議会に報告する。 

ニ．報告者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを受 
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 けることがないよう、「内部通報規程」の通報者と同様に保護措置を講 

じるものとする。 

 

⑨ 会社の監査役の職務の執行について生じる費用の前払または償還の手続き 

その他当該職務の執行について生じる費用または償還の処理に係る方針に関 

する事項 

イ．監査役が職務の執行について生ずる費用を請求した場合には、当社 

 はその費用を負担するものとする。 

 

⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

イ．監査役と代表取締役との意見交換会を定期的に開催する。 

 

当期における内部統制システムの運用状況の概要は、以下のとおりであります。 

 

① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

当社の取締役会は、社外取締役 1名を含む取締役 7名で構成され、加え 

て社外監査役 1名が出席することにより、意思決定および監督の実効性を 

確保しており、監査役監査、会計監査を通じて、当社の取締役及び従業員 

の職務の執行が法令及び定款に基づき執行されていることを確認しており 

ます。また、取締役及び従業員に対し、当社の倫理法令遵守に対する取り 

組み姿勢を示した「倫理方針」と従業者のとるべき行動や判断基準を示し 

た「倫理行動指針」を定め、周知するとともに、「内部通報規程」に基づく 

倫理相談・通報窓口を設置し、事業活動におけるリスクの現実化の未然防 

止と早期発見・早期解決に努めております。 

 

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

当社は、取締役会や経営会議等の議事録、会議資料および稟議書等を、 

「取締役会規程」をはじめとした各会議の規程および「文書規程」等に基  

づき作成し、適切に保存・管理しております。 

 

③ 損失の危険の管理に関する規定その他の体制 

当社は、コンプライアンス管理、情報管理についてそれぞれ規程を定め、 

厳正な管理を行っています。また、熱供給施設にかかわる災害予防対策、 

災害緊急措置及び災害復旧のための諸施策の基本を定めた「防災対策要 

領」、「緊急事故対策要領」において非常災害時の体制を明記し、非常災害 

時に円滑かつ適切な防災業務活動の遂行を図ることができるよう定期的な 

教育・訓練を実施しております。 

 

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

当社の取締役会は、社外取締役 1 名を含む取締役 7 名で構成され、原則

四半期に 1回開催しており、社外取締役の客観的な発言により、客観性・ 

透明性を確保し、取締役会の意思決定・監督機能の充実を図っております。

また、代表取締役社長を議長とする「経営会議」を原則週 1回開催し、 

取締役会付議事項以外の業務執行に関わる重要事項を決定しており、明確 

な責任のもと迅速な意思決定に努めております。 
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⑤ 従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

当社は、従業員が、反社会的な勢力に屈せず毅然とした対応をとること 

を含め、法令及び倫理を遵守するための規範となる倫理方針・倫理行動指 

針を明示した規程等を定め、その徹底を図っており、コンプライアンスに 

関して、従業員等からの「相談・通報窓口」を設置し、実効性を確保して 

おりますが、今期につきましては相談・通報の実績はありませんでした。 

 

⑥ 当社ならびにその親会社から成る企業集団における業務の適正を確保する 

ための体制 

当社は、親会社が主催する意見交換会等に出席し、親会社との密接な連 

携のもと業務を遂行しております。 

 

⑦ 監査役の職務を補助すべき従業員に関する事項、当該従業員の取締役から 

の独立制に関する事項、当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事 

項 

当社は、経営管理部所属の従業員が監査役の監査業務を補助しておりま 

す。 

なお、当該従業員の異動等の人事事項は監査役と協議のうえ決定してお 

ります。 

 

⑧ 取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への 

報告に関する体制、報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な 

取り扱いを受けないことを確保するための体制 

当社の監査役は、取締役会に出席するとともに、取締役会、経営会議の 

議題を閲覧し、職務執行に必要な事項に関しては、随時取締役及び従業員 

に対して報告を求め、監査の実効性の向上を図っております。 

また、従業員等が監査役へ報告したことを理由に不利益な取り扱いを受 

けた場合には、その内容について調査を行い、不利益に対し回復措置を求 

めることができる「内部通報規程」の通報者と同様に保護措置を講じる旨 

を定めておりますが、当期につきましては実績はありませんでした。 

 

⑨ 会社の監査役の職務の執行について生じる費用の前払または償還の手続き 

その他当該職務の執行について生じる費用または償還の処理に係る方針に関 

する事項 

当社は、監査役の職務執行に伴い生じる費用について、その費用を負担す 

る旨を定めております。 

 

⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

当社の監査役は、代表取締役との定期的な会合を行うとともに、必要に 

応じ、取締役及び従業員から業務執行の報告を求めております。 

また、親会社の監査役及び会計監査人と連絡・調整することにより、実 

効性のある監査を実施しております。 


